
 

 

          第３回食品安全委員会プリオン専門調査会 

 

１．日 時 平成15年11月27日（木） 10：00～12：12 

 

２．場 所 委員会中会議室 

 

３．議 事 

（１）牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生国からの牛受精卵の輸入について 

（２）豚由来たん白質等の飼料利用について 

（３）その他 

 

４．出席者 

 （委員） 

  吉川座長 北本専門委員、甲斐（知）専門委員、小野寺専門委員、品川専門委員 

  堀内専門委員、山内専門委員、横山専門委員 

 （食品安全委員会） 

  寺田委員長、小泉委員、寺尾委員、見上委員、坂本委員 

 （事務局） 

  梅津事務局長、一色事務局次長、村上評価課長、宮嵜評価調整官、梅田課長補佐 

 

５．配付資料 

 資料１ 諮問書（平成15年10月31日付15消安第3007号) 及び概要 

 資料２  牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生国からの牛受精卵の輸入に係る食品健康影響評価

     について 

 資料３ 諮問書（平成15年11月11日付15消安第3367号) 及び別紙等 

  資料４  豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価について 

 

６．議事内容 

○吉川座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第３回食品安全委員会プリ



オン専門調査会会合を開催いたします。 

 本日は専門委員のうち、甲斐（諭）専門委員、金子専門委員、佐多専門委員、山本専門

委員が欠席です。したがって、専門委員は８名ということでございます。 

 それから、食品安全委員会から寺田委員長、寺尾委員、小泉委員、見上委員、坂本委員

がオブザーバーで出席していただいております。事務局の方に関しては、配布しました座

席表で紹介にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の会議全体のスケジュールにつきまして、お手元の資料に第３回食品安

全委員会プリオン専門調査会議事次第というものがございますので、ごらんいただきたい

と思います。 

 議題に入ります前に事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○宮嵜評価調整官 それでは、資料を確認させていただきます。 

 本日御審議をお願いいたしますものは、農林水産大臣から食品安全委員会委員長宛に意

見を求める旨の通知のありました２件でございまして、資料といたしましては４点準備さ

せていただいております。 

 資料１がＢＳＥ発生国からの牛受精卵の輸入にかかる食品健康影響評価についての通知

が一番表になっているものでございまして、その後に概要１枚がついております。さらに

先生方には、その後に参考資料１－１から４までをあわせて綴じたものを配布させていた

だいております。 

 次に資料２がＢＳＥ発生国からの牛受精卵の輸入にかかる食品健康影響評価についてで

ございます。これは座長から御指示をいただきまして、本日の審議が円滑に進みますよう

に、これまでのＢＳＥ技術検討会等での議論等を事務局の方でまとめさせていただいたも

のでございます。 

 続きまして資料３でございますが、２番目の議題であります豚由来たん白質等の飼料利

用に係る食品健康影響評価についての通知１枚と、その別添として提出されました資料両

面で２枚をつけさせていただいております。先生方には、さらに参考資料５と参考資料６

をあわせて綴じたものを配布させていただいております。 

 それから、資料４といたしまして、「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響

評価について」というものでございまして、これにつきましても座長の指示によりまして、

事務局の方でまとめさせていただきましたものでございます。 

 農林水産省から意見聴取の依頼がありました諮問書とともに参考資料が提出されており

まして、先ほど申し上げましたように、委員の先生方にはすべてお配りしておりますけれ
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ども、大変申し訳ございませんが、傍聴の皆様には参考資料の分はお配りしておりません

ので、閲覧可能なものにつきましては、事務局の方に閲覧用資料として準備させていただ

いておりますので、会議の終了後に６階の事務局の方で閲覧いただければというふうに考

えております。 

 以上でございますが、資料に不足とかございませんでしょうか。 

○吉川座長 資料の過不足は大丈夫ですか。それでは、審議に入りたいと思います。議題

の１に入らせていただきます。 

 １つ目、ＢＳＥ発生国からの牛受精卵の輸入についてでございます。事務局の方から説

明をお願いいたします。 

○宮嵜評価調整官 それでは御説明をさせていただきます。資料１にございますように、

農林水産省からＢＳＥ発生国からの牛受精卵について条件を付して輸入を認めることにつ

いて、食品健康影響評価が求められております。10月31日付でいただいております。これ

について、資料２を中心に御説明させていただきます。 

 「はじめに」のところの２番目の段落からでございますが、農林水産省さんの方ではＢ

ＳＥの我が国への進入を防止するために、ＢＳＥ発生国からの牛受精卵の輸入停止措置を

講じているものでございます。※の１が１ページの欄外、下のところにありますが、英国

については1996年から、ＥＵ諸国等については2001年から、そのほかのＢＳＥ発生国につ

いては、そのときから順次輸入を停止しているという状況でございます。 

 また、本文に戻りまして、今年の５月にＯＩＥの方で輸出国のＢＳＥステータスにかか

わらず、国際受精卵移植学会の勧告に従って採取され、取り扱われた牛受精卵の輸入規制

をしてはならないというようにＯＩＥ基準が改正されたということから、これを踏まえま

して、農林水産省さんの方でもＢＳＥに関する技術検討会というところで、この問題につ

いて検討されまして、牛受精卵の輸入停止措置の解除につきましては、①とありますが、

輸出国ではＢＳＥが届出伝染病に指定されていること。それから、②として受精卵が国際

受精卵移植学会の勧告に従って採取・取り扱われていたものであること。③といたしまし

て、受精卵供与牛がＢＳＥの患畜又は疑似患畜ではないことを条件に輸入を認めても差し

支えないのではないかというような検討がなされているというふうに承知をしております。 

 ２ページ目になりますが、３のところで「受精卵及び受精卵移植について」ということ

で解説させていただいております。３行目からですが、日本では泌乳量の多い雌牛を増産

する目的で輸入受精卵を用いた受精卵移植が行われているということでございますが、実

際に、牛受精卵の輸入実績は、その資料の３ページ目にありますが、2003年10月までのと
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ころの欄で見ていただきますと、カナダとアメリカのところに数字が載っていますが、カ

ナダについても５月の発生以降とまっていますので、現時点では米国からのみというふう

になっているところでございます。 

 ２ページ目にお戻りいただきまして、４の「食品健康影響評価について」ということで

ございますが、これまでの農林水産省さんにおける議論、それから関係の資料についての

概要をまとめさせていただいたものでございます。 

 （１）で受精卵を介したＢＳＥの伝達性についてということで、①でございますが受精

卵移植によるＢＳＥ伝達性の可能性に関する科学的知見というのは、Ｗrathall からの報

告、４ページ目に一覧で掲げています参考資料・引用文献の５番をまとめさせていただい

たものでございます。その報告によりますと大きく３つポツがございますが、１つ目でご

ざいますが、ＢＳＥに感染した雄牛及び健康な雄牛の各々に由来する精液を用いて、ＢＳ

Ｅに感染した雌牛に人工受精を施し、国際受精卵移植学会の勧告に従って回収・処理した

受精卵を健康な牛－－ニュージーランドから輸入したものということですが－－に移植し

たところ、移植された雌の牛については移植後７年間、それから、その牛から生まれた子

どもの牛については生後７年間を経過しても、いずれもＢＳＥの症状が認められなかった

ということ。 

 それから、移植された雌の牛及びそれから生まれた子どもの牛のすべての脳について、

病理組織学的な検査、免疫組織化学な検査、それから、電子顕微鏡による検査を実施して

もすべてＢＳＥは陰性であったということ。 

 それから３点目として、移植に用いなかった受精卵をマウスに脳内接種をしたところ、

ＢＳＥに感染した臨床症状は認められず、また病理組織学的検査についても陰性であった

というような、これらの結果から母体による伝達の可能性が最も高いと思われるＢＳＥの

臨床兆候を示す牛から集められた受精卵であっても、ＢＳＥが伝達されることはありそう

にないだろうという結論付けられているということでございます。 

 それから②といたしまして、ＢＳＥ感染牛から採取した組織を、マウスの脳内及び腹腔

内接種した試験の結果から、精巣、精液、卵巣、性腺等、それから雌性生殖器等にＢＳＥ

の感染性は認められていないというような文献もございます。 

 それから、３ページ目でございますが、（２）で胚の衛生的採取・取扱いについては、

これは国際受精卵移植学会の勧告にございますが、この中でマニュアルで示されている受

精卵の衛生的取り扱いについては、種畜、回収する際の培養液、回収・洗浄方法、受精卵

の取扱い方法、受精卵を取り扱う実験室等の管理などについて規定されておりまして、受
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精卵に悪影響を及ぼす微生物や化学物質の汚染を排除することを目的としたものというふ

うに承知をしております。欧州連合科学運営委員会におきましては、科学的観点から牛受

精卵のＢＳＥに対する安全性に関して、国際受精卵移植学会のプロトコールに規定された

以上の措置は必要ではないというふうにしておりまして、ＯＩＥはこの勧告に従って、採

取・取り扱われた牛の受精卵について規制の対象とすべきではないというふうにしている

ところでございます。 

 この専門調査会で評価をいただいた結果の後でございますが、１ページに戻りまして、

これは、この後の話でございますけれども、その結果によって 農林水産省さんで今後の

取り扱いとして解除をするという方向であれば、２番の①から③にございますが、以下の

条件をもって輸入停止措置を解除したいというふうに考えているというふうに承知してお

ります。 

 以上でございます。 

○吉川座長 ありがとうございました。この内容に関しては既に紹介があったように、農

林水産省のＢＳＥ技術検討会で討議されております。そこには小野寺専門委員、品川専門

委員、山内専門委員、横山専門委員の４名の方が今日来られております。これから議論を

行っていく中で適宜御説明していただければいいと思いますけれども、何か最初に補足し

ておくことがあれば伺いたいと思いますけれども、いいですか。 

○品川専門委員 ちょっと教えていただきたいんですけど、食品安全委員会が発足したの

は７月ですよね。６月13日の段階でこういうことを言っていまして、発足する前にこうい

う結論が出ているわけなんですが、それで食品安全委員会がない段階では、この農水の方

は少なくとも、例えば、こういう問題であれば、ＢＳＥの技術検討会議のところで決まっ

た意見を受けて、行政の方に反映させていくということだろうと思っているんです。決ま

っていない段階で、このものが発足していない段階で、これは決まっていたわけですよね。

そういうものがもう一度ここへ、その後発足した委員会にまた出てくるという仕組みとい

うか、何というか、そこのところを説明していただきたいんです。 

 それから、前の委員会での結論だとかも受けて、どうしてこういう形になってきている

か、今までとどうして違ったかというようなことです。 

○宮嵜評価調整官 私どもで承知をしているのは状況の変化というよりは、手続の問題と

してこういう形になっているというふうに承知をしております。その手続の問題ですが、

食品安全委員会が設立される７月１日以前に、一定程度農林水産省さんの方で結論が出て

いるわけですけれども、それに伴って、いろいろな管理措置というか、施策を具体的に７
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月１日以前に何らかの形でやられていなくて、７月１日以降に何らかの措置というか、今

回言えば、輸入の解除という措置をとろうとしたときには、７月１日からは食品安全基本

法と食品安全委員会ができていますので、改めて法律を照らし合わせると、もう一度、そ

のリスク評価を受けなければならないという仕組みになろうかと思います。ですので、今

の時点というか、７月１日以降の時点で農林水産省さんが、この受精卵の問題について何

らかの措置をしようというときには、７月１日以前の結論にかかわらず、改めて手続を踏

まないといけなというふうに理解しております。 

○品川専門委員 要するに、７月１日以前の段階で行政的に対応を決めていなかったから

ということなんですね、この問題は。 

○宮嵜評価調整官 そういうふうに承知しております。 

○品川専門委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

○吉川座長 いいですか。ほかに山内委員、横山委員、この件に関して何か補足しておく

必要性のあることはないですか。 

○山内専門委員 補足というんじゃなくて、今の品川委員と全く同じ疑問を持っていたも

んですから、大体はわかったんですが、６月の時点から、この課題に関して変わった情報

は入っていないんだろう。そうすると、同じことをここでもう一回やり直す、そう理解し

ておいてよろしいわけでしょうか。メンバーもかわっていますから。 

○吉川座長 資料的には、何か新しいものが技術検討会以外に加わって、ここでもう一回

ということではないと思うんです。法律ができて委員会が発足して、システムそのものが

農水省のであれ、厚生省のであれ、食品関連の健康被害にかかわるものについては、そう

いう図式というか、医薬品を含めてもう一回関連のものについては、食品安全委員会に持

ってきてリスク評価を介した上で、リスクマネジメントをとれというようなシステムに変

わっているんで、ある意味で自動的にきているということだと理解しております。 

○梅津事務局長 今、宮嵜調整官から申し上げたとおりなんですが、こうしたケースはほ

かにもございまして、食品衛生法に基づく評価依頼についても、７月１日付で十数件参っ

ております。これは手続上、まだ告示が済んでいないとか、法手続が完了していないため

に、それを完了させるために、法律上、食品安全委員会の評価を経なければならないとい

うことによるものでございまして、いわば、過渡的な問題というか、過渡的な課題である

というふうに思っております。 

 したがって、今、調査官から説明がありましたように、もし現実の実行に７月１日以前

に移されておれば、改めて安全委員会に諮問するということにはならなかったわけでござ
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いますけれども、まだ、リスク管理に移っていなかったということで、改めて御審議をい

ただいているわけでございます。 

 ２つ目は、私どもの役割は人の健康への影響でございまして、恐らく、農水省の技術検

討会は、想像するに中心は家畜衛生と申しましょうか、農水省の所掌にかかる問題につい

ての技術検討ではなかろうかというふうに推察いたします。 

 ３つ目は本件は、いわゆる法律に基づく必要的諮問事項ではなくて、任意的諮問事項で

ございます。ＢＳＥにとっての必要的諮問事項は、月齢の問題と特定部位の範囲の変更と

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○吉川座長 わかりました。いいですか。 

○山内専門委員 趣旨はよくわかったんですが、６月13日、そしてこの食品安全委員会が

できた７月１日、全部スケジュールはわかっていたんですね。ここの問題ではないかもし

れませんが、何で技術検討会でこの議題を取り上げたのか、私はいまだに疑問が残ってい

るんです。 

○小野寺専門委員 技術検討の方は農林水産省の私的諮問機関で、余り法的な裏付けはな

かったと思うんです。今回、食品安全委員会、農水省も技術検討会が変わって、プリオン

小委員会ということになったと思うんですけど、そちらの方がちゃんとした法的な根拠が

あるということになるものです。まず最初には農林水産省の方で、６月13日に上がってき

たかもしれないけど、前から懸案事項としてあったもので、ある程度農林水産省の方で意

見を決めておきたいということだけだと思います。もちろん、そこですぐ実行に移されな

かったと思いますけど。 

○吉川座長 多分、そういう意味では、一つは説明があったように過渡的でややダブって

いるもの。今後、実際のそれぞれの所掌と趣旨が合えば、自動的にどちらが管轄するかと

いう格好で仕分けになってくるだろうし、梅津事務局長が言われたように、確かに農水省

の所管としての問題のとらえ方と食品安全委員会の問題のとらえ方とオーバーラップする

部分と離れていく部分とあると思うので、それは多分ケース・バイ・ケースで技術検討委

員会で、もうこれ以上上げる必要はないということで決定されるものもあるだろうし、逆

に食品安全委員会の方に、人の健康リスクとしてやってくれといって、変えてくれという

ような格好になっていくと理解しております。いいですか。 

 時間が限られているんで、今後もこのようなことが時差のずれで出てくるかもしれませ

んけれども、そのときは、それについてまた議論したいと思いますけれども、とりあえず、
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今日の議題の１の方に戻りたいと思います。 

 事務局の方から技術会議の概要の説明がございましたけれども、その点に関して何か御

質問はありますか。 

○北本専門委員 せっかく会議を持ったんですから、農水省の委員ではない私の方から質

問させていただきます。 

 食品健康影響評価について、２ページの②、一番下の方なんですが、ＢＳＥの感染牛を

用いて、その採取した組織をマウスに接種し、感染性云々というところに関する質問でご

ざいます。 

 私の知る限り、スクレイピーの羊を用いて検査したところの胎盤、それは感染性がある

という結果で、ＢＳＥの場合、その胎盤に関しては感染性がないというふうな報告が、こ

の（６）でなされているんですが、これは用いられたマウスの感受性の問題を含めて、本

当にないと評価できるものなのかというのを教えていただければと思います。 

○吉川座長 これは事務局よりも技術検討会で多分議論されたと思うんですけれども。 

○小野寺専門委員 こちらから説明します。スクレイピーではマウスの胎盤から大量の病

原体がとられるというのは、随分論文が出ているんですけれども、牛では胎盤から病原体

がとれないというのはどういうことなのかということなんですけど、これに関しては、か

なりいろいろあちこちからとれないというデータはたくさんあったと思うんです。 

 １つはイギリスのウェブリッジの方で随分牛の胎盤をとってやっていたけど、そこから

もとれなかった。それは牛に接種した場合ですけど、そういうこともありましたし、あと

は、これはどこの論文だったか知りませんけど、確か今までＢＳＥが出てから20年近い時

が経っているんですけれども、随分、牛の材料をマウスに接種したということは聞いてい

ますけど、将来、もっといい検査法が見つかれば、あるいは見つかる可能性はあるかもし

れませんけど、いまだかつて、マウスにおいてもそういうポジティブなデータは聞いたこ

とがない。ということで、恐らく、牛乳とか牛肉が安全であると同じレベルで、胎盤から

もとれていないと理解しているんですけど。 

○北本専門委員 私がお伺いしているのは、技術会議の先生方が、それを十分な感度であ

ると認識したのかということを伺っているわけです。 

○吉川座長 どうぞ山内委員。 

○山内専門委員 今資料がないからはっきりは言えないんですけど、感染性の分布に関し

ては２回実験があるわけですね。１回は野外での自然発症例について、マウスへの脳内接

種で行っている。そのときは、多分Ｃ５７／Ｂｌａｃｋを使ってやっていたんだと思うん
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ですが、そこでかなり細かくいろんな部位を全部見たんだと思うんです。 

 それから、もう一回感染実験を行っています。これは御承知と思いますが、感染実験で、

この中の全部をとったかどうかはわからないんですが、胎盤は多分とっていただろうと、

そこは確認した方がいいのかもしれませんが、調べているはずです。それで、この実験で

はＣ５７／Ｂｌａｃｋから途中でＲⅢに変えている。ＲⅢの方が感受性が高い、潜伏期も

短いということで、そこでも見つかってこない。ですから、ＢＳＥの方では、少なくとも

胎盤では感染性が見つからないというのが、一般的には十分に受け入れられている事実で

あろうと、もちろん、スクレイピーでは胎盤に感染性があるけど、ＢＳＥにはないという

大きな違いという形で認識されているんだというふうに思います。これは品川先生あたり

からも何か付け加えていただいた方が。 

○品川専門委員 私も今ここでどの材料がどうということを言えないんですが、たしか牛

の接種で胎盤かどうかということまでちょっと定かじゃないんですけど、かなりやられて

いるところがあって、牛の方が見つかっていないという部分もあって、今、急にそれがき

っちり、これに入っているかどうかというとわかりません。 

○北本専門委員 やはり、この食品安全委員会が評価機構である。評価するということで

あれば、それらの資料をそろえて、ここでディスカッションできないと集まる意味でない

と思うんです。今、お三人の専門家の先生方が説明していただきましたが、僕としては、

多分そうだろうと思いますということでは納得できないですよね。使ったマウスの種類も

本当にＣ５７／Ｂｌａｃｋだったら感受性は少し低いんじゃないか。ＲⅢを使われての検

討なのかというのは、やはり聞きたいところだったですから、あえて聞かせていただきま

した。私自身、胎盤の問題というのは、この本題の受精卵にかかわる問題じゃないと思う

んです。ただ、この理由として、②を挙げるんであれば、それなりの根拠のある資料をこ

こで見せていただきたい。こういうことです。 

○吉川座長 事務局の方わかりますか。 

○品川専門委員 たしか記憶では、背根神経節のリスク評価はここでやりましたよね。あ

そこのところで使った資料の中に、これはある程度入っていると思います。 

○梅田課長補佐 ６の参考資料ですけれども、これについては技術検討会の中で提出され

た資料ということではなくて、こちらの方で②として、先ほど北本委員からもございまし

たように、これを受精卵のリスク評価を行うに当たって、参考とした文献として引用させ

ていただいたものでありまして、これは今御紹介がございましたように、さきに行いまし

た脊柱の際に使いましたＥＵでのオピニオンの中の一つの資料でございます。それによれ
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ば、ＢＳＥに感染した牛の組織を使った経口試験の結果、組織の分布を見たところ、卵巣

とか、胎盤は感染性が検出されなかった組織として書いてあるということでございます。 

○吉川座長 北本委員の心配していたのは、そのときにアッセイをしたマウスのストレイ

ンは何だったんだろうか。感受性のいいマウスのストレインだったんだろうか。それとも

普通のマウスを使ったんだろうかという、そういう疑問です。 

○品川専門委員 例えばですね。 

○小野寺専門委員 そういうことで、今のところは参考文献の６のＥＵ委員会のオピニオ

ンを一応設けてやっているということで、あとＥＵ委員会の方のオピニオンの中には、ま

た参考資料がずっとあるわけですけど、今日はちょっとそういうのが出ていないからとい

うことだと思いますけど。 

○山内専門委員 北本委員の言うのは、そういった資料もここにちゃんと出しておいてほ

しいと。私も今のような議論があった場合には、資料がないと記憶だけで言わざるを得な

くなっちゃうということなんです。 

○吉川座長 僕もよく考えてみると、疫学調査のときに垂直感染の問題を、データは変わ

るけれども、ありましたよね。10％からだんだん下がってはきていますけど、その胚にも

配偶子にもない、胎盤にもない、しかし、もし垂直感染があるとすると、どういうメカニ

ズムをＥＵでは考えているんでしょうか。 

○山内専門委員 あそこで、あの仕事に関して垂直感染という言葉は一切使っていないん

です。マターナルインフェクション、母子感染ということを言っているんです。母子感染

の場合には、条件というか、メカニズムが幾つもある。しかも疫学的な形でやっていって、

最終的には汚染餌が何らかの形で入ったというのが大部分ということで、しかしながら、

0.5 ％か0.1 ％の形での母子感染の可能性は否定できない。ただ、母子感染というのは、

もう少し幅を広げて垂直感染と言っちゃえば、全く違うものではないんですが、かなりは

っきりそこでは垂直感染と母子感染の言葉を使い分けていたというふうに記憶しています。 

○吉川座長 そうすると、その場合の母子感染というのは、例えば、産道感染とか、そう

いうことを考えているわけですか。 

○山内専門委員 それもわからないんですね。ＢＳＥの母牛から生まれた子どもにＢＳＥ

が移ったかどうかという形でとっているんだと思います。ですから、そこには産道感染、

それからミルクを介しての感染、ミルクの方が恐らく重要視されていたんだと思います。 

○吉川座長 ミルクであればもっと問題でしょう。余りわからないことは……。 

○小野寺専門委員 灰色の場所はどうしても残るわけですね。 
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○吉川座長 ここで取り上げられているデータは、１つはそこにあるように、かなり大規

模に人工受精の卵を移植して、ニュージーランドから入れた牛数百頭に配植をして、ＢＳ

Ｅ陽性牛の精子と卵子でつくったもの、あるいは感染母牛と正常牛との人工受精でつくっ

た胚を移植して、７年間放ってフリーであったというのが最大の科学的根拠になっていて、

そのほかに先ほど北本委員の方から出ましたけれども、感染牛あるいは自然牛の各体の臓

器をマウスに脳内接種したところ、これに関連する雌雄生殖器及び胚の関連からは感染性

がなかった。この２つの事実からＯＩＥはＢＳＥのステータスにかかわらず、胚移植のス

タンダード、ＳＯＰというか、基準に従えば安全性は保障できる。したがって、それに対

して障壁を設ける科学的根拠はないという格好で結論づけて、それを日本はどうするかと

いうことで農水省の検討委員会が持たれた。そういう経緯だと思うんです。 

○小野寺専門委員 そういうことですから、一番そこで根拠になったのは、資料１の参考

資料４のいろんな文献ですね。「Studies of embryo transfer from cattle……」という

文献がありますけど、これを根拠にして、今までそういう事実はないと。ＢＳＥがトラン

スファされた事実はないということが一つの根拠になっていると思うんです。 

○品川専門委員 事務局の方で、この引用文献６の方の資料というのは、今いただけると

かということはあるわけですか。 

○梅田課長補佐  今、刷っております。申し訳ございません。つけ忘れておりました。 

○品川専門委員 そうですか。わかりました。 

○北本専門委員 ちょっといいですか。せっかく刷っていただいているのに申し訳ないん

ですけど、僕は最も重要な評価として、最も重要な直接的なことをするにかかわる根拠と

いうのは１つじゃないかなという気がするんです。それは実際に参考資料４で行われた実

験であると。実はＢＳＥ感染牛のあらゆる組織をマウスに接種したけど、感染性はなかっ

たというのは、その受精卵が安全であるという根拠にはそんなにならない。直接的な根拠

にはならないと思うんです。だから、評価できる内容を挙げるとしたら参考資料４を挙げ

て、この参考資料４が覆ったときには、再び検討に入るということにした方がすっきりす

るんじゃないかなと。つまり、感度なんかを上げていけば、例えば牛型のトランスジェニ

ックを使えば、ＢＳＥの感染牛から採取した組織中に微量の感染性というのは、ありとあ

らゆるところにあるはずですから、そういうのは今後出てくると思うんです。それをここ

での根拠に上げておくと、あのときの１つが壊れたじゃないか、検討し直さなくていいの

かということになりはしないでしょうか。だから、私は非常にクリティカルな重要な論文

というのは参考資料の４だと思いますので、この１つを根拠にして受精卵は安全であると
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現在のところ考えられるという方がすっきりするような気がするんですけど。 

○吉川座長 どうぞ。 

○山内専門委員 私も賛成です。というのは、結局、感染性の体内分布の話というのは随

分前からわかっていたわけです。だけれども、それだけでは不十分ということで、非常に

大がかりな移植実験をやったわけです。エンブリオ・トランスファーの実験、その成績が

参考資料４になっているわけですから、それに基づいてＯＩＥもああいった結論を出した

んだし、その意味で、この論文が中心になることは全くそのとおりだと思います。 

○吉川座長 かなり大がかりで千数百個の受精卵を、かたやマウス、かたやフリーのニュ

ージーランドから入れた牛347 頭を入れて、移植されたお母さんとＦ１の子どもについて

７年間追った上で、全部の検査をして１つもでないというのが、４番の参考資料の骨子に

なって、多分これだけの大実験をやるというのは並大抵のことではないとは思いますけれ

ども。 

○堀内専門委員 １つよろしいですか。 

○吉川座長 まだ資料が来るまで時間がありますからどうぞ。 

○堀内専門委員 農水省の技術検討会でどういう議論がされたかわかりませんが、この７

年という期間、あるいは、この資料４の実験というのは、一部ＲⅢ、一部はＣ５７で20個

のエンブリをマウスにうったと。その７年という期間、あと実験系について十分であるか

どうかという議論をされていたかどうかということをちょっとお伺いしたいんですけど。 

○吉川座長 技術検討会でですか。参考までに技術検討会で370 頭の固体についての７年

間のサーベランスというか、フォローアップ、Ｎ数とその期間及びその検査方法に関して、

何か議論があったかどうか参考までに聞きたいということなんですけど。 

○小野寺専門委員 これに関しては７年間が十分かどうかという話は難しいところですけ

れども、大体、こういう実験が始まって、恐らく、これは常に中間報告的な話になってし

まうんです。７年間をみて、それでいなかったと。それで恐らくその後、数年間みましょ

うという話に当然なって、常に中間報告的な話なんですけど、７年間でなくて、こういう

論文が出ているんだから、現在はここである程度結論づけようと。もしそこで将来、ある

程度見つかったから、また話は別だと思いますけれども、一応、論文があるんだからとい

うことだけですね。 

○北本専門委員 ちょっとそれに関連していいですか。僕は、これを堀内先生にお伺いし

たいんですけど、何年なら安心なんですか。 

○堀内専門委員 それはスタンダードがないので、逆にお伺いしたんですけどもね。例え
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ば、ＥＣのホームページにもよく出ていますけれども、最もオールデスターニマルでＢＳ

Ｅの発生牛は15歳であるとか、そういうのが出ているとなると、いつ感染したかというの

がわからないわけですけれども、単純にほとんどの場合、肉骨粉で、イギリスであれば代

用乳が主な原因と考えた場合に、潜伏期が７年とか、そういうもので一つの線を引いてい

いのかという疑問が多少は残るわけなんですけれども、もちろん、私にとって何年であれ

ば安心だと言えるエビデンスもないですし、そういうインターナショナルスタンダードも

ないということは理解しておりますけれども。 

○山内専門委員 イギリスでは大体今までのところは、７年間というのを１つの線に絞っ

て実験をやってきているのは事実だと思うんです。ですから、例えば、豚への感染性、豚

への経口感染実験も７年間で終えている。だから、その７年にした理由は何かと言われて

も、それはよくわかりませんが、多分、あのころの説明では平均５年間、それを上回ると

いうことで、それ以上どこまでやったらいいかということは多分議論はしていないという

か、現実には、どこかに絞らざるを得ないので７年になったんだろうというふうに理解し

ています。 

○吉川座長 委員の中でも議論があったかもしれないですけれども、何年であればという

絶対的な尺度はないと思うんです。だから、彼らの多数例の経験からして、リスクから考

えれば、平均５年、標準偏差をとって７年で、これだけの頭数であれば、もしそこにリス

クがあるとすれば、引っかかるだろうという前提で結論を出してきたんだろうと思います

けど。 

○山内専門委員 今、配られた資料でいいですか。 

○吉川座長 はい。 

○山内専門委員 これの６ページに成績が出ているんですね。生殖組織で陰性であったと

いう、これは1996年の実験ですから、自然発生例ですね。野外例です。そしてこのころは

Ｃ５７／Ｂｌａｃｋを使っています。ＲⅢは使っていないはずです。この後、感染実験の

成績が出ているわけなんですが、それがこれには載っていない？ 

○吉川座長 15ページにありますね。ＢＳＥに感染させてから差し戻したやつが、両方。 

○北本専門委員 ただ、このようなデータの解析はまだ完了しておらず、特にＲⅢ系マウ

スに関するデータの解析は進んでいないと書いてあるんです。 

○山内専門委員 感染実験の方では生殖系は入っていますか。17ページに表がありますね。 

○吉川座長 ないですね。雄牛の件もないですね。危険部位を集中的にやっていたようで

すね。 
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○山内専門委員 ですから、生殖系の方は、あくまでも自然感染例の実験だけなんですよ。

それ以外はない。 

○小野寺専門委員 ということで、１つ追加するんでしたら、これはエンブリオ・トラン

スファーの方は英国のウェブリッジでやっている試験なものですから、あそこでは確かに

７年間で、ここから報告はされているけれども、その後、ずっと牛は飼っているというこ

とで、恐らく、あそこにいたときも、もう既に十数歳の牛とか、結構年取った牛はまだま

だ飼っているから、ある程度、それを途中で殺すということをやらないで、寿命が尽きる

まで一応飼っているんだと、彼らは言っていましたけど、少なくとも昔は、ドクターウェ

ルズとか、彼らに会ったときはそう言っていましたけど。 

○山内専門委員 あれは解剖して死体検査したわけでしょう。 

○小野寺専門委員 全部殺したとは言っていないですけどね。少なくともこの実験では殺

したかもしれませんですが、また別の実験ですからね。 

○甲斐（知）専門委員 いずれにしても、①の方の根拠の方がエンブリオ・トランスファ

ーに関しては非常に大事なわけで、胎盤の感染性が云々ということは、本質的議論とはち

ょっと違うわけですね。科学的に見れば、胎盤が本当に安全であっても、エンブリオ・ト

ランスファーとはちょっと違う議論ですから、根拠としては①と②の重みは全然違うわけ

ですね。だから、並列に並べて、しかも②の方が不確定な要素をもとに書かれたものであ

れば、ここの真意を問われるわけですから、①だけにしたらいかがでしょうか。 

○品川専門委員 ②の方も、牛の感受性に比べてマウスの方が低い、明らかに低いという

ことは1,000 分の１から500 分の１ぐらい低いということの前提で見れば、それなりの価

値はあるだろうと思います。それからもう一つ、今までこのマウスで感染性を調べたもの

で、その成績とこれまでわかっている中で、牛でもう一度再確認という形でいったもので

矛盾があるというか、違いが見つかっているのは変だというふうに記憶しておるんですね。

あと骨髄の方はマウスの方で捕まって、牛でまだ捕まっていないというような部分もある

わけです。ですから、かなりそれだけの感受性の違いはあるんだということは理解した上

で、これを見れば十分、それなりの私は意味はあるだろうと思います。 

○吉川座長 第１番が今回の対象になったマテリアルに対して重要であるということに関

しては、特に異論はないですね。それの実験内容について、何年まで見たらいいかという

問題があるにせよ、７年間でこれだけの規模をやったということに関して、科学的根拠を

とるに値する、これもいいですか。そうすると、問題は２番目の感染牛及び自然感染、実

験感染の方では、これを見ると確かに、ここに挙げられている分野はほとんど入っていな
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いんで、実際には、自然感染牛の雌雄生殖器関連、精巣あたりは①の方にも関連してくる

かもしれませんけど、それを当時のＣ５７／Ｂｌａｃｋで評価した点を評価するかしない

かということですけれども、除いていいというのと、①の解釈に対する追加評価事項とい

うか、補強事項として評価する価値はあるのではないかという、この２点のところで今議

論が多少割れていますけれども、別に前回にこだわる必要はないと思います。いろんな意

見があっていいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○山内専門委員 今、座長言われとおりでいいと思います。感染実験というか、感染性の

分布を見ていれば、あくまでも補助資料ということであって、もう一つの方の参考資料４

ですか、これを根拠に考えていけばいいんだろうと思います。 

○吉川座長 そんなところでいいでしょうかね。では、そういうことで本委員会での評価

になるけれども、ここからは少しリスク評価とちょっと離れる部分もありますけれども、

農水省の方の取り扱いに関しては、４の資料で科学的に問題なければ、ＯＩＥの言うとお

り、別にＢＳＥの発生国であろうが、胚の取り扱いの安全性のところの国際移植のマニュ

アルに従えば、何らガードを設ける必要はないということです。 

 農水省の取り扱いに関しては、「受精卵が国際受精卵移植学会（ＩＥＴＳ）の勧告に従

って、採取・取り扱われたものであること」で終るけれども、ＢＳＥのサーベランスが行

われていること及びドナーがＢＳＥの患畜あるいは疑似患畜でないことということを附帯

条件にリスクマネジメントとしてはしたいということで、委員会として、このマネジメン

トにどうこう言う権限はないとは思いますけれども、きっと農水省としては、多少コメン

トなり、何なりをもらいたいと思って、こういう格好で出してきたのがちょっとよくわか

らないんですけれども、委員会として……。 

○山内専門委員 そういうものを入れて問題はないというのはいいんですが、基本的には、

やはり胚の衛生的取扱法をどれだけしっかりやるかということになって、これはリスク管

理の話なんでしょうが、それが条件になった上でのＯＫということになるんじゃないかと

思うんです。ですから、それぐらいのことは付け加えてもいいのではないかというふうに

思います。 

○吉川座長 特にＢＳＥの患畜はドナーにはなれないと思うんです。多分、国際移植の方

でも健康牛をドナーにしろと書いてあると思うんで、わざわざ病畜から卵をとることはあ

り得ないと思うんです。 

○小野寺専門委員 これは恐らくドナーにはならないけど、例えば、ＢＳＥ発生国から受

精卵に輸入する場合にどうするかとか、そんな話にかかわってくるんだと思います。 
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○吉川座長 疑似患畜はある程度きれいですから、ドナーにはなり得ても……。 

○山内専門委員 でもＢＳＥ汚染国だったらば、本当にＢＳＥの牛かわからない状態のも

のも、みんな胚になっちゃうわけです。ですから、ＢＳＥの混じる可能性があるというこ

とを考えなければいけないということは、やはり胚の衛生的取り扱い、そこのところで、

それこそ交差汚染が起こったら意味がなくなっちゃうわけですね。特に胚の取扱法という

のは、プリオンを除去するためのものとかではなくて、これは結局、移植の方の基本的な

方法論を述べているに過ぎないんです。 

○吉川座長 そうですね。胚移植のスタンダードだと思います。特にＢＳＥを想定したも

のではない。それはそのとおりです。 

○小野寺専門委員 農水省のことは品種改良という観点から、もう既にＢＳＥ発生国が随

分広がっているけれども、そこから、例えば品種改良で受精卵を移入してよろしいか。そ

ういうことで一応、この話を持ってきたんだと思います。 

○吉川座長 ＢＳＥ発生国から入れることに関しては、日本は今、経過を見ると出た段階

から全部ストップをして、カナダまで来ているわけですけれども、ＯＩＥそのものは早く

から、発生国であっても、あるいは極端なことを言えば、この②が守られれば、たとえ疑

似患畜であろうが構わんと言っているのに対して、農水省は発生国の問題ではなくて、ド

ナーとしてサーベランスとＢＳＥ患畜と疑似患畜は外したいというリスクマネジメント上

の提案をしているということだと思うんですけれども。確かに、これはリスクマネジメン

トであって、我々がするのはリスク評価ですから、さっきの論文４の内容から考えて、ち

ゃんと胚移植のＳＯＰに従って安全な取り扱いをすれば、リスクはほとんどないという結

論であり、あとはそれをどう取り扱うかはリスク管理側に任せる。それでいいですか。 

 では、そういう結論にしたいと思います。 

○北本専門委員 もちろんそうは思うんです。我々は評価するだけでいいとは思うんです

けれど、リコメンデーションできるんであれば、今、山内先生の言われたような形でお返

しするという方が親切じゃないんですかね。 

○吉川座長 私もそうは思いますけども、はっきり認識した上で、食品安全委員会として、

こういう提案、具体事項のリスクマネジメントの提案について、何かコメントがあるのな

ら返してやってもいいんじゃないかなという気がするんです。 

○山内専門委員 評価をしたときの前提に入っちゃっているわけなんですね。 

○吉川座長 そうですね。僕は基本的には、１と３があっても悪いことはないんじゃない

かなという感じはしますけどね。当然、胚移植のＳＯＰに従うとしても、クロスコンタミ
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の点もゼロとは言えない点を考えれば、サーベイランスされていて、ドナーからは患畜と

疑似患畜を外すという方向性は、決して今の時点で悪いことではないと思うんです、現状

を考えると。もし異存なければ、そういうコメントをつけて返す。それでいいですかね。 

 それでは、現在の知見で牛の受精卵によってＢＳＥが伝達されるリスクというものに関

しては、資料４のデータから見て、ほとんどないというふうに結論づけられる。牛受精卵

にある、そういう意味でＢＳＥの人への健康影響というもののリスクについては、ほとん

どないというふうに考えていいという結論にしたいと思います。マネジメントについては、

クロスコンタミその他の問題を考えると、農水省がマネジメントに挙げているサーベラン

スとドナーの制限については、いいのではないかというコメントが出た。そういうことに

したいと思います。いいですか、それで。 

 それでは、第２点目の議論の方に移りたいと思います。豚由来たん白質等の－－いつも

「等」というのがついてきて、「等」がつくといつも議論の対象になるんですけれども、

行政用語で非常に便利みたいで、どこかで概念を広がったり、縮まったり。広がる方が多

いですけど－－飼料利用に係る食品健康影響評価についての議論を残りの時間で始めたい

と思いますけれども、事務局の方から説明をお願いします。 

○宮嵜評価調整官 まず、資料３でございますが、農林水産大臣から食品安全委員会委員

長に豚由来たん白質等の飼料利用に係る飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

に規定する飼料の基準・規格の改正に係る食品健康影響評価ということで、11月11日付で

依頼が来ております。関係書類は12日に接受しております。 

 資料４の方でございますが、１の「はじめに」の第２番目の段落からでございますが、

農林水産省さんの方では、ほ乳動物由来たん白質の飼料利用につきましては、ＢＳＥの感

染経路を遮断するために、平成13年10月から飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省

令の一部を改正する省令によって禁止してきたところでございます。これは、ほ乳動物由

来たん白質のうち、豚、馬、及び家きん由来のたん白質については、そのもの自体はＢＳ

Ｅの感染源とはならないものの、原料の収集・製造段階で反すう動物由来の肉骨粉等が混

入する可能性があるということで飼料への利用を禁止してきたというところでございます

が、豚及び家きん由来の一部のたん白質については、牛以外の家畜の飼料に利用すること

が段階的に認められてきているというような現状がございます。 

 ※の１で現状としてどうなっているかというのが、１ページの欄外に記載されていると

ころでございます。 

 もうちょっとわかりやすくなっているのが、資料３で１枚おめくりいただきますと、
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「肉骨粉等の取り扱い（概念図）」というのがございますが、これと先ほどの資料４－１

の欄外の※の１をあわせて見ていただければと思うんですけれども、①で記載されている

ものは、豚または馬由来と書いてありますが、表の方でいきますと、真ん中の豚の欄のと

ころの血粉と血しょうたん白については、これ以外のたん白の製造工程と完全に分離され

た工程において製造されているということが農林水産大臣に確認を受けたものについては、

鶏用、それから豚用について認められているということがございます。 

 それから、資料４の②のところは、資料３の表の方の鶏のところでございますけれども、

家きん由来として、チキンミール、フェザーミール、血粉、血しょうたん白については、

同様に農林水産大臣の確認を受けたものについては、鶏用、豚用に認められているという

ことがございます。 

 それから、表の方にありませんが、資料４の③のところで、魚介類由来たん白について

も農林水産大臣の確認を受けたものについては認められているというような状況がござい

ます。 

 今後、どういうふうに取り扱いを変えたいと考えられているのかということが、今の同

じ表と、それから資料４の方は２番の（１）、それから資料４の２ページの（２）のとこ

ろに記載されておりますので、両方見比べながらという御説明をさせていただければと思

います。 

 豚につきましては、網かけのかけてあるところですが、肉骨粉類、それから加水分解た

ん白、それから蒸製骨粉類につきまして、反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分

離された工程であることについて、農林水産大臣の確認を受けた工程で製造されたものに

ついては、豚、鶏、それから養魚用飼料として利用を認めたいということ。また、既に認

められているものと、今申し上げました確認済の肉骨粉等の原料を混合して製造した動物

由来たん白についても、豚、鶏、養魚用として認めたいということが一つでございます。 

 それから、家きん由来たん白の方につきましては、先ほど申し上げました既に認められ

ているものに加えまして、表で言いますと、網かけのところの加水分解たん白と蒸製骨粉

類等ですけど、これについても農林水産大臣の確認を受けた工程で製造された蒸製骨粉及

び加水分解たん白についても、豚、鶏、養魚用飼料として利用することを認めたいという

ようなことで規格基準を改正したいということでございます。 

 資料４に戻りますが、２ページの（３）のところで、今申し上げました措置につきまし

ては、誤用・流用を防止する観点から、牛等の飼料に混入しないよう保存するとともに、

使用上及び保存上の注意事項を表示することなどを義務づけるというお考えのようでござ
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います。 

 ３番のところには、今申し上げました「豚肉骨粉等について」、それぞれの言葉の解説

というか、定義が記載されているところでございます。 

 ４番目の「食品健康影響評価について」というところでございますが、これが今まで農

林水産省さんの方で、これらの問題について御検討されているということ、あるいは関連

資料を取りまとめたところでございます。 

 農林水産省さんの方では、先ほど来から出ておりますＢＳＥ技術検討会の方で平成14年

９月24日にある程度検討を取りまとめられているというふうにお伺いしておりまして、こ

れらの豚肉骨粉等の豚、鶏用飼料への利用については、牛の肉骨粉等との交差汚染の防止

が確実になされることを条件に問題はないというふうにされているというふうに承知して

おります。 

 ４番の（１）のところでございますが、豚肉骨粉等について、豚及び馬のＢＳＥ感受

性・伝達性についてでございますが、豚におけるＢＳＥの神経病原性・伝達性についての

報告によりますと、ＢＳＥに感染した牛の脳を用いて、脳内、静脈内、腹腔内の接種試験

では、69週から150 週の潜伏期を経て病変が確認され、臨床症状が出る前の病理学的な変

化が２頭の豚で接種後105 週と106 週に認められているということでございます。 

 また、感染した豚の組織を用いたマウスへの接種試験では、中枢神経系、胃、十二指腸、

遠位回腸、膵臓に感染性が認められている。 

 また、豚にＢＳＥ感染脳を一、二週間間隔で３回給餌した場合、７年間にわたって経口

投与した豚にＢＳＥの病変は確認されていない。こういうことから、豚はＢＳＥに感受性

はあるけれども、経口暴露によって自然感染はないであろうというふうに結論づけられて

います。 

 なお、欧州の科学運営委員会の報告では、上記の研究結果、英国における豚へのＢＳＥ

感染の疫学的状況、それから現在進行中の豚におけるＢＳＥ感染の研究等から、豚は経口

ではＢＳＥに感染しないというふうに結論づけられておりまして、豚の各臓器、組織につ

いて特定危険部位として扱う科学的根拠はないというふうにされているということでござ

います。 

 一方、豚の肉骨粉等ということで意見聴取していまして、馬も含まれておりますので、

馬におけるＢＳＥの感染性についてということの議論になるところでございますけれども、

最初に農林水産省からいただいた資料には、ちょっとこれらのものがなくて、さらに追加

でお願いして探していただいたんですけれども、特に、それらの調査報告はないと。当食



 20

品安全委員会の事務局の方でも探した範囲内ですけれども、馬におけるＢＳＥの感染性等

に関する報告、それから、ＢＳＥまたはＴＳＥ感染の疫学的な調査報告というのは、ちょ

っと見つけられなかったというところでございます。 

 （２）が家きん由来の蒸製骨粉及び加水分解たん白質について、鶏へのＢＳＥ感染性・

伝達性について考察、取りまとめたものでございますが、ＢＳＥに感染した牛の脳材料を

鶏に脳内、腹腔内、静脈内接種、あるいは経口投与しても海綿状脳症は認められていない

ということ。また、ＢＳＥ高度汚染国であるイギリスにおいても、ＢＳＥが鶏に伝達とす

るという疫学的な証拠はないとされているというところでございます。 

 以上でございます。 

○吉川座長 ありがとうございました。議題の方が変わって、肉骨粉等の取り扱いですけ

れども、豚、鶏、それぞれの動物由来の肉骨粉類を鶏、あるいは豚の飼料に使う点に関し

て、従来血しょうたん白、血粉、あるいはフェザーミール、チキンミールといったものに

加えて、加水分解たん白と蒸製骨粉類を鶏、豚用の飼料として追加したい、あるいは追加

することのリスクに対して評価してくれという議題だと思います。 

○宮嵜評価調整官 ちょっと混乱しちゃって申しわけないんですが、今、配らせていただ

いているのは、先ほどの件で添付してありませんでした資料の６、７、８につきまして、

ちょっと遅くなりましたけれども、今配らせていただいておりますので御報告だけ申し上

げます。あと、今回のも添付していない分を配布させていただいております。 

○吉川座長 それでは審議に入りたいと思いますけど、先ほどと同じように技術会議に出

られた先生方で補足があれば。横山委員。 

○横山専門委員 技術会議の方で豚の肉骨粉であるとか、加水分解たん白質、蒸製骨粉に

ついては議論した覚えがあるんですけれども、馬というのは、今、初めてここで聞いた話

であって、例えば、資料３に牛、豚、鶏という表がありますけれども、この豚のところを

そのまま豚、馬になると考えればいいのか、それともある品目に限定されているのかとい

うことで、随分変わってくるのかなという気がするんですが。 

○小野寺専門委員 たしか馬の議論はなかったと思うんです。「豚等」と書いてある

「等」は何を意味するのかとよく後で考えてみたら、多分、日本の場合、海産の動物です

ね。鯨とかイルカを用いた肉骨粉という話であると僕は理解していましたけど、馬は確か

に議論した覚えはなかったと思います。 

○横山専門委員 海棲動物もそのとき別に出なかったんじゃないでしょうか。 

○小野寺専門委員 海棲動物は結構何回も議論してきたんですけど、１年以上前になりま
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すけど、それ以前に海棲動物のイルカとか鯨の臓器を肉骨粉として認めるか否かという議

論は確かにやりました。 

○吉川座長 わかりました。委員の記憶をたどると馬について技術会議で議論した記憶は

ないと。ここに出てきているのは、豚及び馬ということですから、それも含めて本委員会

で議論したいというふうに思います。 

 たしか前回も肉かすを横山先生がスパイキングテストをしてくれて、「等」という中に

肉骨粉が入っているというので、ここで議論して、肉かす及びコラーゲン由来のものにつ

いてはリスク低減措置で十分安全性が確保されるけど、肉骨粉に関しては、そういうデー

タがないので安全性の評価はできないという格好で、農水省の方に分けて答えを返した経

緯があるので、そういうことも含めて、今回議論を進めたいと思います。 

 そのほかに補足ありますか。 

○山内専門委員 ちょっと質問なんですけど、今の豚または馬という、何で馬が出てきた

のか、その経緯が説明できますか。 

○吉川座長 事務局、わかりますかね、なぜ馬が入ったのか。 

○宮嵜評価調整官 今、御指摘の件ですけれども、先ほどちょっと御説明のときに、資料

３の諮問書の方についてきた表も含めて、これを説明したんですけど、この表は大変粗い

表で豚しか書いてないですけど、ここは馬も並びで入っているというふうに理解していた

だくのが正しいと思います。 

 農林水産省さんの検討会の方では、豚だけで馬が議論されたかどうかということは、多

分されていないということで詳細はこちらではわからないんですけど、現状だけ申し上げ

ますと、資料４の１ページの欄外のところの①のところに「豚又は馬に由来にする」とい

うことで、今認められている血粉、血しょうたん白についても並びで認めるようにしてい

るということと、それから１枚おめくりいただきまして、２ページ目の３のところにいろ

いろ言葉が定義が書いてありますが、「豚肉骨粉等」というところには、今回、「豚又は

馬」ということで、馬の肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白も入るというふうに事実とし

ては承知しておりますが、その経緯というか、理由というのは、そこまではわかりません。 

○吉川座長 技術会議の議論と農水省の事務局の解釈の中に、「豚等」という言葉に関し

て……。 

○山内専門委員 「豚等」じゃなくて「豚肉骨粉等」というわけでしょう。だから、肉骨

粉等というんだとすると、肉骨粉とか、骨粉とか、そういうふうに考えて、豚等という話

だったら初めから議論にならなかったと思いますよ。馬が出てきたというのも全く記憶に
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ないし、でも、ここに書いてあるのを見ると、どこかで馬まで入れられちゃったんですね。

Ｏ品川専門委員 した記憶なんて全くないです。豚だけですよね。 

○横山専門委員 豚ということで話をしていましたね。 

○吉川座長 わかりました。この前もそういうことがなかったわけではないので、「等」

の中に別のものが入っていて、この前、そういうわけで分けて安全性の確認がされていな

ので、これはバリデーションできませんといって返した経緯はあるので、今日議論して、

奇蹄目に関してのデータ不足で、とても現時点で安全性を評価することが科学的に無理で

あるということであれば、それはそれで、そういう格好で農水省の方に返すことは可能で

あると思います。 

○山内専門委員 今の２ページの３の豚肉骨粉等という定義になるんでしょうから、これ

をここでは豚に由来する肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白をいうという、そういうふう

にとらえなければいけないんじゃないか。そこに馬を入れるんだったら、馬の議論は私は

できないと思います。 

○吉川座長 それも含めて今日議論していただきたいと思います。 

○北本専門委員 というか、いいんじゃないですか、先生。無理だということで。資料が

ないんですもん。 

○甲斐（知）専門委員 ３ページに資料がないと書いてあるので、ここでは議論できない

と最初に除くべきじゃないでしょうか。 

○横山専門委員 世界的にも馬に関してのＢＳＥの情報がないというのも現実ですよね。

だから、返しちゃうのはとっても簡単なんですけど、実際、どの程度社会で使われている

のかにもよるんじゃないかなと。 

○北本専門委員 関係ないじゃないですか。 

○横山専門委員 そうですかね。 

○北本専門委員 食品の安全性を議論する場なんですから。 

○横山専門委員 わかりました。 

○吉川座長 どういう事情があったかはわからないけど、そういう積極的な疫学調査をし

たということも聞いていないし、実際に感染実験をしたという話も聞いていないのでデー

タがないんだと思うんです。もし本当にやるとすれば、この前横山さんがやってくれたよ

うな格好で、何らかの格好でリスク評価を必要であれば自分でするしかない。例えば、単

純に言えば、馬のプリオンを入れたマウスをつくって、それに食べさせてみるとか、本当

に必要であるなら、そういうデータがない限りは評価しろと言われても難しいとも思うん
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です。 

○品川専門委員 もう一つ考えなきゃいけないのは、餌として肉骨粉、あるいは動物たん

白というようなものが牛には結果として入っていたわけですね。だから、ＢＳＥが起きた

わけですが、馬の方のものは、そういうものがあるかないかということは、もし完全にな

いということであれば、餌を介して感染するチャンスは非常に小さいだろうと思うんです。

だから、そこのところはどうなのか、ちょっと教えていただけませんか。馬の餌にもいわ

ゆる配合飼料として、動物性のたん白なんかが入っているかどうか。もし入っているとな

ったら、今ここにあるように成績がないから、これは評価できないわけですよ。ところが、

全く馬の方にはそういう資料がないんだということになると、心配はクロスコンタミネー

ションの問題ですよね。 

○吉川座長 今、品川委員の方から、確かに奇蹄目ですから、反すう獣とは随分育て方が

違うとは思うんですけれども、動物性たん白を飼料中に添加するとか、あるいは配合飼料

の中に、そういうことが飼育形態の中に混じるかどうかというのは、少なくとも農水省で

は調べてはないんですけれども、食品安全委員会の事務局として、何か調査はされたこと

はありますか。 

○梅田課長補佐 農水省にお聞きしたところによれば、あくまでも一般的な食性としては、

そういった肉骨粉を馬に与えるというようなことはないだろうということでありますけれ

ども、ただ、実際に与えていないかどうかというところまでは把握仕切れないというのが

実情だということです。また、競走馬で一部、たん白なりを使うという可能性についてあ

るんじゃないかというふうに考えまして、こちらで若干調べた限りにおいては、確かにた

ん白を使っているものがありますが、それは乳由来のカゼインたん白を使うということで

ございまして、肉骨粉等を使うというようなことはないというふうに承知しております。 

○品川専門委員 しばらく前まで、私、牛なんかに動物性のたん白を与えているなんて知

らなかったのに、与えられていたということが現実にあったわけですから、ちょっと今の

説明だけで、私個人的には、あっそうかというふうには言えなくて、かえって心配になっ

てきたんです。カゼインをやっているなんて話を聞いたら。 

○吉川座長 わかりました。少なくとも豚肉骨粉等という定義の中に、馬という奇蹄目を

入れるということは考えられない。馬のリスク評価そのものに関しては、資料その他現状

ではデータが不足して評価できない。したがって、豚由来肉骨粉等の中に馬を含めるべき

ではない。 

○山内専門委員 賛成ですが、ただ官庁用語を何とか直してほしいのは、「等」というの
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で、豚肉骨粉等というときには、豚以外の動物は入ってこないと思うんです。豚以外の肉

骨粉やその他の製品というところが、豚等肉骨粉等という意味なんですね。そんな日本語

を使われたんじゃ非常にわかりにくいし、どこかで見落とすおそれもあるので、そういう

点も注意してほしいと思います。 

○吉川座長 わかりました。それでは、検討するところの「一方、馬における」というこ

とに関しては、今日の議論の中からは切り離して、そういう前提を置いた上で、豚由来の

肉骨粉等の中に、加水分解たん白と蒸製骨粉類、それから鶏の方に関しては同じく加水分

解たん白と蒸製骨粉類というものを、鶏を豚用に使用することの食品健康影響評価の議論

を始めたいと思います。 

 加水分解たん白と蒸製骨粉類は既に許可になっている血粉、血しょうたん白、あるいは

鶏の場合は、それにフェザーミールとチキンミールが加わっているわけですけれども、そ

こにあるように、加水分解たん白は内蔵、くず肉、乳たん白等をたん白分解酵素や化学処

理によって液状に分解したもので、粉末状、ペースト状として飼料に利用される。それか

ら蒸製骨粉は何回も登場しておりますけれども、骨を加熱・加圧して脂質・液分を除いて

細かく砕いた粉末状のものということですけれども、先に豚の方から一つずついきましょ

うか。 

 豚に関しては、そういうわけで既に疫学と感染実験、それも直接接種する方法と経口と

のデータが出て感受性はある。しかし、現在わかっている限りでは、経口感染としては起

こらないのではないかというふうに評価されているという、ある種の種の壁があるという

ことを前提にして、かつマネジメントとしては、牛と混ざらないというクロスコンタミを

製造工程で確認した上で、新たに先ほどの加水分解たん白と蒸製骨粉類というものを飼料

に与えることはどうなんだろうかということなんですけれども。 

○甲斐（知）専門委員 このレポートでいうように、豚は感受性はあるけれど、経口に感

染はしない。このことはよくわかるんですが、これからもしこれで解禁になって、長い間、

豚の肉骨粉が回って、豚で回るということを少し心配するんですけど、それで豚は寿命も

短く、屠殺されるということもあって、もっとリスクは低くなるとか、いろんなことが考

えられるんですが、ちょっと質問があります。2003年のヨーロピアンコミッションのオピ

ニヨンはわかりますか。現在、イギリスとＥＵとでは、豚の肉骨粉をどのように扱ってい

るかということの資料はありますでしょうか。 

○吉川座長 わかりますか。 

○梅田課長補佐 資料４の３ページのところにございますとおり、ＥＵの方では豚の各臓
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器、組織について、特定危険部位として扱っていないというふうに承知しております。た

だ、実際にどういった使われ方をしているかということについては、ちょっと把握してお

りません。 

○甲斐（知）専門委員 イギリスとＥＵとで肉骨粉をどういうふうに使っていくか、危険

部位を扱う、扱わないというのこと。つまり、これは肉骨粉として出回っているというこ

とですか。それを正確に知りたいんですけど、どういう処置にしているのか。肉骨粉とし

て回して、それを飼料として豚に与えることを許可しているのかどうか。そういうことで

す。 

○山内専門委員  単なる記憶だけですけれども、豚の方をやってもいいのではないかとい

う議論はＥＵであったと思うんですが、実際にレンダリングプラントではっきりラインが

分けられるかどうか、そこの保障が問われているんで、そこでＯＫになったところは、私

の知っている限りはまだない。それが１年か２年か経っているんだけれども、まだ完全に

安全であるというラインの分離までいっていないというのが現状ではないかと思うんです

が、これは余り正確じゃないんですが、そういうふうに記憶しています。品川先生どうで

すかね。 

○品川専門委員 わかりませんが……。 

○小野寺専門委員 英国の方では分けられていないけど、この前行ったスイスとか、ああ

いうところは豚用の肉骨粉の工場、あとは牛用の肉骨粉工場というのは、別の工場でつく

っていたというところがあるんで、一応英国は多分やっていないと思うんですが、ほかの

国ではかなり厳密にやり始めていると思うんです。 

○吉川座長 ほかの国では使っているということですね。 

○小野寺専門委員 豚は豚で使っていると思います。 

○山内専門委員 ＥＵはかなり厳しくいろいろ言っていたからどうなのかなと思って、ス

イスはＥＵじゃないから、また別にやっている可能性もあるわけですね。 

○甲斐（知）専門委員 事務局にお願いですけど、かなり厳しい問題だと思うんです。一

時期、両方の肉骨粉を全部禁止してしまって、完全にラインを分けてということは、もの

すごくケアフルに行われていたと思うので、それが実際に本当に分けられて、ちゃんと解

除になって、どういう状況でやられていて、どういう国がどうしてというふうな資料があ

ったら、ぜひとも出していただきたいと思います。 

○山内専門委員 今のと同じことになるんですけど、結局、ＥＵの場合でもリスク評価の

面では大丈夫だろうというような考え方、だけども、その条件としてラインの分離という
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のを出して、その条件を満たすようなところがなかなかできてこない。だから、日本の場

合にも、ここで評価してＯＫですといって、ラインを分離してやりますという、管理のと

ころでラインの分離がどれだけ厳重に行われるか、国際的にも行われているような厳しい

考え方が受け入れられるのかどうか。割に簡単なところで、これでラインが分かれている

からというようなものだと、それはまた交差汚染を起こすおそれで出てくるだろうと思い

ます。 

○北本専門委員 皆さん言われていることに非常に賛成なんです。それは、今ここで科学

的な根拠になっているのは、豚にＢＳＥが感染するかということですね。だけど、食品の

安全性ということからすれば、新たにこれらのものを加えたときに、逆に牛に来やしない

か。例えば、ＢＳＥが日本に上陸してから生まれた牛がＢＳＥになったわけですね、この

前。それは一体、この餌の中のどこが混じったのかということが評価できていなければ、

新たに新しいものをこの中に加えるということが、牛に対するどういうリスクを上げるか

ということの評価につながらないような気がするんです。皆さんクロスコンタミというふ

うな言葉で言われていましたけども、僕はまさにそうじゃないかなと。新しいものを加え

るときに、豚だけで回るというふうに考えがちですけれども、それが逆に、牛に跳ね返っ

てくるようなシステムが、少なくとも日本はあったわけです。そこを考えずに、つまり、

リスクの評価だけでできないんじゃないかなというのが私の意見です。 

○小野寺専門委員 そういうことでラインを分離するというのは、なかなか難しいという

ことがあって、これは恐らくかなり現状では不可能であろうということになるわけです。

ですから、ラインがかなり完璧に分かれているということが保障されない限り、なかなか

ということになりますけど、そこでラインが分けられた暁にはという附帯条件だと思いま

すけど。 

○吉川座長 問題が２つ出てきているような気がするんです。甲斐委員が心配していたの

は、豚－豚で回ることのリスク。それから、北本委員の指摘されたのは、豚のラインの中

に解除したときに上がるリスクがクロスコンタミを介して、牛の方に戻るリスクはないの

かという２つの点が問題点として上げられたというふうに理解しているわけですけれども。 

○甲斐（知）専門委員 最初はクロスコンタミだと思います。私はクロスコンタミも含め

ての危惧ですので、最初の問題は本当にクロスコンタミ。ただ、どこからかはリスクマネ

ジメントの話になるので、この委員会ではあるちゃんとした定義を出せば、あとはリスク

マネジメントの方に分けていいのかもしれませんけれども、それにしても最初に出すとき

の提言にどこまでをちゃんと言わなきゃいけないのかというのが知りたいんですね。それ
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とどれだけの実績が集まれば出せるのかというのは、まだそういういろんな情報とかがな

い段階で、ただ議論してしまって、ヨーロピアンコミッティのコメントとか、オピニオン

は科学的には正しいと思うんですけども、現場にゴーサインを出す場合には、もっといろ

いろなことがかかわってきますので、そういう現状を、どこまで注意をしたかというよう

なことを一応、各国のも参考にして読みたいと思いますので、そういう資料をいただきた

いと思います。 

○品川専門委員 私もおおよそ皆さんの御意見と同じなんですが、もう一つ、今まで日本

の中で禁止されていたわけですよね。そのときに既に、本当の意味での豚由来のたん白の

危険性ということも検討された上で、それで禁止されたわけです。その禁止されたものが

新たに、ここのところで解除を求めてきた場合には、それは外国のことは外国で検討する

のが十分価値があると思うんですが、日本の中でどのように変わったか、これは何が変わ

ったか、変わったから、こういう要求が出てきたんだろうと思うんですが、そこのところ

がはっきりしないと、ちょっと今のところはわかっていないわけです。ですから、これこ

れこういうようなところが決まったから、はっきりしたなり何なりしたから、これを解除

するということになるんだろうと思うんですが、どうも、そこのところがよく見えていな

いんですけど。 

○吉川座長 先に見上オブザーバーの方から。 

○見上委員 １点、資料３の２ページ目、別紙の経緯のところを見る限りでは、問題点は

豚のＢＳＥということではなく、肉骨粉のクロスコンタミというふうに感ずるんですけど、

それで良いですね。 

○品川専門委員 全くそのとおりなんです。それで禁止になっていたわけです。 

○見上委員 ＢＳＥとは関係ない話です。 

○品川専門委員 豚の肉骨粉、あるいはそれに由来のたん白というものは、ＢＳＥには関

係ないだろうと。にもかかわらず、これは世界じゅうというよりヨーロッパを含めて禁止

をしたわけです。日本もやはり禁止したわけですが、その禁止したものを解除するという

そこのところで、積極的に解除していいようなことの何が起きていたのか、そこのところ

が十分私に見えないものですから、そこを説明してくださいというふうにお願いしている

んです。 

○吉川座長 事務局の方。 

○宮嵜評価調整官 管理の中身の話だったんで御説明するときに省略させていただいてし

まったんですけれども、農水省さんの方でクロスコンタミが起きないように製造ラインを
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分けるということと、それから、牛への誤用防止ということで、必ず表示義務をつけて牛

に行かないようにするということを考えられているということはあったんですけど、従前、

技術検討会の方で検討されたときと中身は同じなんですけど、実際にどういう管理措置を

とるかというのが、当然、まだ今の段階ではあるんですけれども、こういう形でできそう

だということもわかってきたので、食品安全委員会の方に意見書の要請があったというふ

うに理解しています。 

 その結果、具体的にどういう形になるのかというのは、資料３の２枚目の裏のポンチ絵

みたいな横紙でございます。これはポンチ絵なんで粗々の絵でございますけれども、食肉

処理場で原料副産物に豚以外が含まないというようなことは、定期的に肥飼料検査所の方

で調査するということ。そこからは、現状供給管理票をつけて化製場の方に行って、当然、

ラインを別に作業をするということで、もちろん記録の保存とかの立入検査も肥飼料検査

所の方でするということ。そこから配合飼料工場の方には、供給管理票もセットでつけて

やる。こちらの方にも肥飼料検査所の方からは立入検査に入るということ。これらの仕組

みが担保されているというか、ちゃんとできているということを農林水産大臣が確認を行

った上で、その確認を行ったものについてのみ認めるということを仕組みの案として、今

の段階ではこういうことを考えられて、どうにかできそうだということもあるので、それ

も含めてというか、そういうことができそうだという段階になったんで、改めてリスク評

価を求めてきたというふうに承知をしております。 

○品川専門委員 そうしますと、ここのところでは、科学的に豚肉骨粉等のリスクの評価

を行うということじゃなくて、このリスクマネジメントを行うその方法がいいのか悪いの

かという評価を行うということなんですか。 

○村上評価課長 もちろんそうではなくて、こちらで御審議いただくのはあくまで豚肉骨

粉を、こういうような形でサイクルに乗せることによって、食品の健康影響評価が直接的

にあるかどうかということを御審議いただくわけですが、それに伴いまして、もし基本的

によろしいということであれば、管理側ではこのような管理措置を考えているというのが、

この絵でございます。 

 先ほども御議論ありましたけれども、管理措置と評価というのは、管理と評価をどこで

分けるのかはいうのはなかなか難しいものでありまして、明らかに管理ができないという

場合に、評価はいいとは言えないというケースもあるかと思います。ですから、評価をし

ていくと、明らかに考えられる管理措置では、その評価ができないというケースもあるだ

ろうと思います。ですから、評価に中に管理措置に対する意見というようなものがついて
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くる可能性は常にあると思います。ただ、基本的に幾つかのオプションの中から何を選ぶ

かというのは、管理側が評価に基づいてお考えになることなので、今の事務局から説明い

たしました確認措置というのは、現在、管理側がとろうとしているオプションのうちの一

つということです。 

○吉川座長 今、最初に北本委員が言われたものと、今、品川先生が言われた、多分、本

質的なことが２つあって、１つはとめてから新たに解除する間に具体的に何がどこまで担

保されて変わったのかということと、その2001年10月にとめた後、生まれた牛で起こった

ことの説明がつかない。素直に考えれば、クロスコンタミだとする可能性が高いとすれば、

それがその後どういうふうにシステム的に変わったからリスクが低減されて、今回、この

解除ということに結びついたのかというところの説明がはっきりしないということなんだ

ろうと思うんです。 

○梅津事務局長 2001年の10月に幅広く禁止した理由は、必ずしも科学的根拠だけではな

くて、ある意味で政治的判断で、かなり広く禁止したという経緯があると思います。それ

は当時の農水大臣の記者会見にもはっきり言われております。したがいまして、その後、

科学的根拠に基づいて見直していくということを同時に表明しておりまして、２回にわた

って見直しがされております。11月１日に国産の蒸製骨粉についての解除、それから、こ

この表にあります豚の血しょうたん白の解除もなされております。それ以降、今何名かの

委員から御指摘のあった、さまざまな段階での反すう動物とそれ以外のものを区別すると

いう方向で、リスク管理上の検討が進められてまいっておるわけでございます。 

 このフローチャートに見られますような、いわゆる、屠畜場段階での出てくる廃棄物の

仕分け、つまり、牛とそれ以外の原料の流れの仕分け、それから化製場段階での仕分け、

それから、その仕分けされた原料に基づいて生産されたミートボーンミールの配合飼料工

場に行ってからのハンドリングの仕分け、そういったそれぞれの段階での仕分けについて、

ある程度、ハード、ソフトの両面で見通しがついてきたということで、この時期に諮問を

求めてきたということであろうと思います。 

 この表の中で、特にアンダーラインのしてある原料に豚以外の副産物を含まないための

収集先との契約、それから確認、目視検査、それから、特にハードラインの分離機材の専

用化、こういったことによって、処理場から分けて搬送されてくる反すう動物とそれ以外

の原料が、化製場でももちろん、その先の配合飼料工場でもコンタミを避けることができ

るというマネジメント上の見通しがついたということが、今回の動機であろうと思います。 

 したがって、今評価課長からありましたように、あくまでもこの委員会に求めているの
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は、肉骨粉自体の科学的な評価、ヒトの健康へのリスクということでありまして、私ども

としては、評価結果に通知に基づいてとられた措置について、事後のフォローと申しまし

ょうか。報告を求めたり、あるいはモニタリングをして、それがあらかじめ想定されたよ

うな内容で行われているかどうかということをモニタリングして、もし不十分な点があれ

ば、必要な勧告をするなり、意見を述べるということはできるかと思いますけれども、基

本的に求められていることは、ヒト健康リスクの評価ということであろうと思います。 

○吉川座長 今、事務局長の説明では、１つは全面的に全部をストップしたのは、危機管

理上の緊急対応としてのものであって、科学評価をするだけの余裕がない格好で、政治的

対応をしたから、それについてもう一回、科学評価をしてほしいという点。 

 それから、同時に製造工程のソフト、ハードについても、この図表にあるような格好で、

製造ラインの分離、あるいは原料の導入、加工過程もトレサビリティを立てるという格好

で保障するという前提で、科学的な評価をしてほしいというふうに受け取りましたけれど

も。 

○北本専門委員 日本国の国民ながら非常に残念なんですが、今まで10頭以下のＢＳＥし

か出ていないのに、ＢＳＥが出てから確実にＢＳＥと言えるのが１頭出たという現実は、

ものすごく大きな意味合いがあると思うんです。それは科学的評価にもつながるんじゃな

いかと思うんです。その管理体制がどうなのかという、マネジメントをここでどうのこう

のということはありますが、私は残念ながら非常に若いＢＳＥが出たということは、もっ

と厳粛に受け止めないといけないと思っております。 

 それと政治的判断というふうに言われまして、ただ、政治的判断をしたから、今回全頭

検査が若いＢＳＥが見つかったわけです。これがヨーロッパ並みの検査であれば見つかっ

ていないわけです。だから、すごくいいこともあった。当時のサイエンティストが膝詰め

をして、30か月であるとか、24か月であるとかという基準を設けていたら、今回のはわか

らなかったわけです。だから、僕は非常にあれはよかったと振り返って思うんです。 

 ここで話し合わなきゃいけないことは、今、基準を緩めることによって５年後、どうな

るのかということを話し合わないといけないと思うんです。それに対しては、我々として

は少なくとも今回の２番目の議題に関しては、甲斐先生が言われたみたいに、もうちょっ

と追加してほしい資料等々もございます。それから、クロスコンタミの私の意見もござい

ますので、ちょっと早急にはできないんじゃないか。科学的だけでは済まないんじゃない

かというのが、私の感じです。 

○山内専門委員 確かにここは科学的評価をする場で、科学的評価が主体になるべきもの
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なんですが、リスク評価という観点から立つと、今問題になっているのは交差汚染といっ

たようなファクターなんです。これは科学を越えてくる話があるんです。それの背景には

リスク管理に関する参考資料といったようなものもないと評価ができてこない。ですから、

リスク管理とリスク評価を分けるという基本的な考え方はいいんですけど、やはりリスク

管理のあり方なども参考意見として取り上げていかないとリスク評価ができてこない。リ

スクに関する評価を科学だけでやると言われても、これは無理なんです。そういうのが私

の意見です。 

○甲斐（知）専門委員 先ほどお願いした資料の中で、なぜイギリスとＥＵのがほしいか

というと、やはり、私たちの国よりはるかにたくさん出ていますから、それだけちゃんと

データが出る可能性が高いわけです。そういうところで何をやったというのを知りたいた

めに集めてくださいと言いましたけど、先ほどから言われていますように、クロスコンタ

ミの可能性というのが、彼らがそういう規制を変える前とか、後とか、きっとそういう

個々の国でも出た例があると思うんです。そういうときに、それをトレースした成果とか

があったら、そういうデータも示していただけると、我々がここで議論して、どういうふ

うな基準にしてほしいというときの参考になると思いますからお願いいたします。 

○吉川座長 ほかに。 

○小野寺専門委員 クロスコンタミの話ですが、なかなかデータは出てないと思うんです。

というのは、いろんな国の実情もありまして、例えば、英国あたりだと130 ℃、３気圧が

どのぐらい守られているかという話もあるんですけど、大体牛の材料が餌から見つかると

いうことになっていますけど、例えば、ほかの国で130 ℃、30分、３気圧ということで加

工してしまうと、もしそこに牛の材料がちょっと入っていても、なかなかそいつを、例え

ばＰＣＲとか、そういうので段々いいテクニックが開発されていくといいながら、まだま

だ、そこをどうしていいかというのは、皆さんまだ試行錯誤の段階で、クロスコンタミの

データを出せと言われても、多分、不可能だろと思うんです。 

○甲斐（知）専門委員 どこに何が入っていてかとか、入っていたものをディテクトしろ

とか、そういうクロスコンタミではなくて、例えば、イギリスで牛の肉骨粉をやめた後も

発症数が出てきましたよね。そういうのがクロスコンタミの疫学的データとして出るわけ

ですよ。ほかの国が確実に牛由来のをやめて、豚由来のをやめる前と後で、やはりその後

に発症したのが出たとか、そういうふうに隔離したと思っていても、やはりクロスコンタ

ミが可能性として考えられるという例はあると思うんです。そういうような疫学的データ

で、どこの部分に牛の何がどのぐらい入っていたかとか、そういうデータではなくて、疫
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学的データでもあると思うんです。 

○小野寺専門委員 そういうのは例のボーンアフターバーンとか、ボーンアフターリアル

バンのデータになるわけですね。それが今でも大分たくさんバーブというんですか、20頭

とか、30頭、イギリスでは出ているという話は聞いていますので、そういう話みたいです

ね。 

○甲斐（知）専門委員 規制を変えた後とか、前の。 

○小野寺専門委員 そういうデータですね。それは可能かと思うんですけど。 

○吉川座長 ほかに意見ありますか。今、いろいろな意見が出てきて、委員会ですから、

当然、それの方がいいと思うんですけれども、恐らく１つの問題点は、甲斐委員の言われ

たように、現状としてＥＵ及びイギリスが豚由来の肉骨粉飼料をどういうふうに取り扱っ

ているのかデータがほしい。これは彼らがどう考えてどう処理しているかということを理

解するためには、あった方が議論しやすいと思うんで私も賛成です。 

 それから、北本委員が言われたように、全面ストップした後アフターバーンになるわけ

ですけれども、２歳以下という非常に早い年齢で出ているということの原因が、最も考え

やすいクロスコンタミだとすれば、その後の行政措置によって、これを解除するに当たっ

て、どこまでハードソフトが142 社とか書いてあるんですけど、142 社の製造ラインが本

当にどういうふうに、それぞれの工場で仕分けをされているのかというようなデータも、

やはりリスクの総合評価には、科学評価というけれども、必要なんじゃないかというのが

山内委員の意見だっただろうと思うのです。ちょっと先延ばしにはなるかもしれないけれ

ども、そういうデータをそろえた上で、もう一回、これの議論をするということでいいで

すか。 

 事務局長の言われたように、ある種スタートラインがオーバーエステートメントの危機

管理であったということも、それは対応しては政治的だけではなくて、クライシスマネジ

メントというか、コンテンジェーシープランとしては、当然、あり得ることですから、そ

れも加味して、いろいろな局面から議論をすべきであろうというふうに思います。 

 この件に関しては、もう一回そこら辺の資料をそろえて、委員に配っていただいた上で、

継続の検討課題というふうにしていきたいと思います。 

○山内専門委員 細かいことですけれども、スイスのデータも、スイスはＥＵに入ってい

ないか。 

○吉川座長 そうですね。英国、スイスはＥＵではないので、スイスがどう取り扱ってい

るかといったあたりのデータを、ちょっと集めていただきたいと思います。 
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○村上評価課長 事務局がどこまでお尋ねにお答えできるのかというのはちょっとやって

みないとわかりませんが、できる限り御要望に沿って調べて御報告したいと思います。 

 それから、恐らく飼料製造事業所のラインが完全に分離しているかどうかということの

詳細な資料となると、それはなかなか出てこないだろうと思いますので、どのような形で

調べて取りまとめられるかということも含めて御相談させていただきたいと思います。 

○吉川座長 それでは、もう一つ、関連するか離れているか微妙なところもありますけれ

ども、家きんについてですけれども、これの製造工程は一緒ですかね。豚、家きんは一緒

になるんですかね。別ラインですか。全く別ラインなんですか。 

○小野寺専門委員 別ラインです。 

○吉川座長 今、小野寺委員の方から鶏は全く別ラインだと、それはずっと前から別ライ

ンということですか。 

○小野寺専門委員 そういうことです。 

○北本専門委員 それは小野寺先生の意見を我々は信じていいんでしょうか。 

○小野寺専門委員 これは、そのときの審議のときの事務局の説明ですけど、別ラインで

あるという話を聞いています。 

○北本専門委員 百四十何社あると……。 

○吉川座長 142 社と書いてありましたね、大手だけで。 

○小野寺専門委員 フェザーミールはまた別の会社です。そんなにたくさんないんじゃな

いですか。そんなにたくさん書いてありますか。 

○吉川座長 フェザーミールとキチンじゃなくて、今回、許可対象にするのが、蒸製骨粉

と加水分解たん白。 

○小野寺専門委員 鶏ですね。 

○吉川座長 そうです。これは工場も違い、ラインも全く違うというなら、今、豚でなさ

れた議論とは原点が違うということです。 

○小野寺専門委員 そういうことです。 

○北本専門委員 だから、それを調べてもらう。 

○小野寺専門委員 それこそ、前の審議の資料を出せばいいと思うんですけどね。 

○吉川座長 農水省の方。 

○小野寺専門委員 ええ。 

○吉川座長 それはすぐ出ますか、鶏に関して。 

○梅田課長補佐 今は無理ですけれども。 
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○吉川座長 それは、豚の方とあわせて事務局の方でできるだけ早く集められるものは集

めて委員の方に送っていただいて、その上でもう一回議論するということにしましょうか。 

○山内専門委員 鶏におけるＢＳＥ感受性は今まではちゃんとした報告としてほとんど出

ていなかった。単なるニュースぐらいの形で出していたわけですけれども、脳内接種の方

の話として。それで、そのことについては６月にアメリカのフォートコリンズで開かれた

シンポジウムで、ジェラルドウェルズがかなり詳しいデータを発表していますので、そう

いったのも今度提供しますから、それも参考にしていただければと思います。 

 内容的には、脳内接種でも実際に発病はなかったんですが、ただ、神経症状を出して鶏

が何羽か出て、それは年をとっているということもあって、ＢＳＥとは判断できなくて、

その鶏の脳を別の鶏に接種をするといったようなことで調べた結果、海綿状変性は出てこ

なかったといったような形のものです。もともと鶏で麻痺が出たというのは、イギリスで

はかなり議論されていたわけですね。鶏は危ないんだという。それに対する否定実験にも

なったんだと思います。そういったのも参考にしていただければというふうに思います。 

○吉川座長 わかりました。この２の議題に関しては、１つは最初に入る前に議論された

馬については、評価できないという問題、だから、用語として豚由来肉骨粉等という表現

の中に馬を入れるというようなことはしないと。それであれば、豚等由来肉骨粉等という

か、あるいは明記して、馬というふうにすべきであるということ。それから、鶏と豚の今

回上がってきたカイジョの飼料用の利用に関しては、もう少し各委員から出たデータを加

えた上で再度リスク評価のための審議をする、そういうことでいいですか。 

 それでは、一応今日の審議予定、議事は、あとその他がありますけれども、事務局の方

から何かございますか。 

○村上評価課長 特にございません。 

○吉川座長 それでは、特に全般を通じて委員の方から今日、最初の冒頭から、この委員

会の在り方も何回かの議論がありましたけれども、それからリスク評価、サイエンティフ

ィックなバリデーションの中に、最後の方で総合的に評価することも必要なんじゃないか

というような意見も出ましたけれども、何か補足はありますか。 

○宮嵜評価調整官 すみません。手続の確認だけさせていただければと思いますが、今日

議題が２つありました前段の牛受精卵の件につきましては、資料２をもとに座長とも相談

させていただいて、ある程度専門調査会としての取りまとめのような形をつくらせていた

だいて、各委員の方にも、また見ていただくような形で持ち回りのような形でまとめさせ

ていただければと思います。そうしますと、まとまったものを上の委員会に上げてから、
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国民の方から御意見を募集するという段取りが１か月ぐらいありまして、その御意見の内

容によっては、またこの専門調査会で御検討いただくということになろうかと思います。 

 後段の豚由来の方は今御議論ありましたように、いろいろ宿題事項がありますので、早

急に事務局の方でとりそろえまして、次回会合のできるだけ早い前に、先生方のお手元に

届くようにしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○吉川座長 ありがとうございました。ちょっと後段の議論が多かったんで、前段を忘れ

てしまいましたけど、前段の評価に関しては、そういう結論でありましたので、従来と同

じように報告した上で、パブリックオピニオンを得た上で手続をとらせていただきたいと

思います。 

 特にほかにないようですので、ちょっと遅れましたけれども、以上を持ちまして第３回

のプリオン専門委員会を閉会したいと思います。どうもありがとうございました。 

                                    （了） 


